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事案１ 

 
 

     
三島川之江ＩＣ出口（上り） ※改善済み 

ＥＴＣ車線案内標示板は設置されているが、設置方向が悪いために走行車両から見えない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改善前 改善後 
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事案１ 

 
 

ＥＴＣ専用車線に誘導路面標示が設置されていない例 

      
津田寒川ＩＣ出口（下り） 
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事案１ 

 
 

 
    さぬき三木ＩＣ出口 
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事案１ 

 
 

 

     伊予ＩＣ出口 
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事案１ 

 
 

 

     土佐ＩＣ（出口） 
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事案１ 

 
 

一部のＥＴＣ専用車線にのみ誘導路面標示が設置されている例 

      
川内ＩＣ出口 

ＥＴＣ専用車線は２車線あるが、誘導路面標示はＥＴＣ専用車線１車線にのみ設置されている。 
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事案１ 

 
 

     
須崎東ＩＣ出口 

ＥＴＣ専用車線は２車線あるが、誘導路面標示はＥＴＣ専用車線１車線にのみ設置されている。 
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事
案
１

 

 
 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
専
用
車
線
へ
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車

線
案
内
標
示
板
及
び
誘
導
路
面
標
示
の
設
置
状
況
 

 徳
島
道
：
徳
島
～
井
川
池
田
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
箇
所
）

 

Ｉ
Ｃ
名

 
Ｅ

Ｔ
Ｃ
専

用

車
線

の
設

置

数
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

線
案

内
標

示
板

の

設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

誘
導
路
面
標
示
の
設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

徳
島

 
入
口

 
専
１

 
北

入
口
：

 
○

 
○

 
南

入
口
：

 
○

 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
○

 
下
り
：

 
○

 

藍
住

 
入
口

 
専
１

 
 

○
※

 
○

 

出
口

 
専
１

 
上
り
：
 

 ○
 

○
 

下
り
：

 
○

 

土
成

 
入
口

 
専
１

 
 

○
※

 
○

 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
○

 
下
り
：

 
○

 

脇
町

 
入
口

 
専
１

 
  

  
  

 
○

 
○

 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
○

 
下
り
：

 
○

 

美
馬

 
入
口

 
専
１

 
 

○
※

 
○

 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
○

 
下
り
：

 
○

 

井
川

 
池
田

 

入
口

 
専
１

 
 

○
 

○
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
○

 
下
り
：
 

 ○
 

合
計
 

未
設
置
 

 
０
 

０
 

設
置
不
十
分
 

 
０
 

０
 

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
四
国
支
社
に
お
け

る
対
応
（
今
後
の
改
善
予
定
）

 
―
 

―
 

（
注
）
１
 
当
局
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

 
２
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

線
案
内
標
示
板
の
設
置
状
況
欄
の
「
○
※
」
は
、
進
入
路
か
ら
料
金
所
ま
で
の
距
離
が
短
い

な
ど

料
金
所
ま
で
の
視
認
性
が
高
く
、
料
金
所
上
部
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
標
示
板
に
よ
り
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
の
位

置
が
確
認
で
き
る
と
判
断
し
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
案
内
標
示
板
の
設
置
を
省
略
し
て
い
る
も
の
（
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ

西
日
本
設
計
要
領
）
。
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事
案
１

 

 
  
高
松
道
：
鳴
門
～
高
松
中
央
～
大
野
原
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
箇
所
）

 

Ｉ
Ｃ
名

 
Ｅ

Ｔ
Ｃ
専

用

車
線

の
設

置

数
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

線
案
内

標
示

板
の

設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

誘
導
路
面
標
示
の
設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

鳴
門

 
入
口

 
専
１

 
南
入
口
：
 

○
 

×
 

北
入
口
：
 

○
 

出
口

 
専
２

 
上
り
：
 

○
 

―
注
３
 

下
り
：

 
―
注
３

 

板
野

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
２

 
上
り
：

 
△

 
△

 
下
り
：

 
△

 

引
田

 
入
口

 
専
１

 
 

○
※

 
×

 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○
※

 
×

 
下
り
：

 
○
※

 

白
鳥

 
大
内

 

入
口

 
―

 
 

―
 

―
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
×

 
下
り
：

 
○
※

 

津
田
東

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
×

 
下
り
：

 
○

 

津
田

 
寒
川

 

入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
×

 
下
り
：

 
○

 

志
度

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
×

 
下
り
：

 
○

 
さ
ぬ
き

 
三
木

 
入

口
（
下
り
） 

専
１

 
 

○
※

 
×

 
出

口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
※

 
×

 

高
松
東

 
入

口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
 

○
 

出
口
（
下
り
） 

専
１

 
 

○
 

○
 

高
松

 
中
央

 

入
口

 
専
１

 
 

○
 

○
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
×
注
４

 
○

 
下
り
：

 
○

 
高
松

 
檀
紙

 
入

口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
 

○
 

出
口
（
下
り
） 

専
１

 
 

○
 

○
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事
案
１

 

 
 

Ｉ
Ｃ
名

 
Ｅ

Ｔ
Ｃ
専

用

車
線

の
設

置

数
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

線
案
内

標
示

板
の

設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

誘
導
路
面
標
示
の
設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

高
松
西

 
入

口
（
下
り
） 

専
１

 
 

○
 

○
 

出
口
（
上
り
） 

専
２

 
 

△
 

△
 

坂
出

 
入

口
（
東
）

 
専
１

 
 

○
 

○
 

出
口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
 

○
 

善
通
寺

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

○
 

出
口

 
専
２

 
上
り
：

 
△

 
○

 
下
り
：

 
△

 
三
豊

 
鳥
坂

 
入

口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
 

○
 

出
口
（
下
り
） 

専
１

 
 

○
 

○
 

さ
ぬ
き

 
豊
中

 

入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
○

 
下
り
：

 
○

 

大
野
原

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
×

 
下
り
：

 
○

 

合
計
 

未
設
置
 

 
１
注
４
 

1
6
 

設
置
不
十
分
 

 
５
 

２
 

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
四
国
支
社
に
お
け

る
対
応
（
今
後
の
改
善
予
定
）

 
※
 
当
局
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
平
成

2
8
年

９
月

2
7
日

付
け
の
同
社
回
答
 

①
 
高
松
中
央
Ｉ
Ｃ
出
口
に

つ
い
て
、
運
転
手
の
安
全

性
を
考
慮
し
、
料
金
所
に

Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
を
増
設
す

る
。

 
ま
た
、
同
Ｉ
Ｃ
上
り
出

口
は
、
料
金
所
ま
で
の
視

認
性
が
高
く
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車

線
案
内
標
示
板
の
設
置
を

省
略
し
て
い
る
。

 
②
 
設
置
不
十
分
で
あ
る
５

か
所
の
Ｉ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、

全
て
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専
用
車
線

を
案
内
す
る
た
め
の
適
正

な
案
内
標
示
を
行
う
。

 

計
1
8
か
所
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専
用
車

線
に
つ
い
て
、
全
て
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専

用
車
線
を
案
内
す
る
た
め
の
適
正

な
誘
導
路
面
標
示
を
行
う
。
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事
案
１

 

 
 （
注
）
１
 
当
局
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

 
２
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車
線
案

内
標

示
板
の

設
置
状
況
欄
の
「
○
※
」
は
、
進
入
路
か
ら
料
金
所
ま
で
の
距
離
が
短
い

な
ど
料
金
所
ま
で
の
視
認
性
が
高
く
、
料
金
所
上
部
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
標
示
板
に
よ
り
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
の
位

置
が
確
認
で
き
る
と
判
断
し
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
案
内
標
示
板
の
設
置
を
省
略
し
て
い
る
も
の
（
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ

西
日
本
設
計
要
領
）
。

 
３
 

鳴
門

Ｉ
Ｃ

上
り

の
流

出
ラ

ン
プ
は
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
の
管
理
区
域
で
あ
る
が
、
下
り
の
流
出
ラ
ン
プ

か
ら

鳴
門
Ｉ
Ｃ
料
金
所
ま
で
は
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
の
管
理
区
域
と
な
る
（

上
り
出
口
の

Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
案

内
標

示
板

の
み
Ｎ

Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
が
管
理
し
て
い
る
。
）
。
 

４
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車
線
案
内
標
示
板
の
設
置
状
況
欄
の
高
松
中
央
Ｉ
Ｃ
出
口
（
上
り
）
に
つ
い
て
は
、
本
推
進
会

議
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
案
内
標
示
板
の
設
置
が
望
ま
し
い
と
判
断
し
た
も
の
。

 
 

 

24



事
案
１

 

 
  
松
山
道
：
三
島
川
之
江
～
今
治
湯
浦
～
松
山
～
西
予
宇
和
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
箇
所
）

 

Ｉ
Ｃ
名

 
Ｅ

Ｔ
Ｃ

専
用

車
線
の

設
置

数
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

線
案

内
標
示

板
の

設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

誘
導
路
面
標
示
の
設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

三
島

 
川
之
江

 

入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
△
注
３

 
○

 
下
り
：

 
○

 

土
居

 
入
口

 
専
１

 
 

×
 

×
 

出
口

 
専
１

 
 

○
 

○
 

新
居
浜

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
×

 
下
り
：

 
○

 

い
よ

 
西
条

 

入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
２

 
上
り
：

 
△

 
△

 
下
り
：

 
△

 
い
よ

 
小
松

 
入
口

 
専
１

 
 

○
※

 
×

 
出
口

 
専
１

 
 

○
※

 
×

 
い
よ

 
小
松
北

 
入
口

 
―

 
 

―
 

―
 

出
口

 
―

 
 

―
 

―
 

東
予

 
丹
原

 

入
口

 
専
１

 
 

○
※

 
×

 

出
口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
※

 
×

 

今
治

 
湯
浦

 
入

口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
※

 
×

 
出

口
（
下
り
） 

専
１

 
 

○
 

○
 

川
内

 

入
口

 
専
１

 
西

入
口
：

 
○

 
○

 
東

入
口

：
 

○
 

出
口

 
専
２

 
上
り
：

 
△

 
△

 
下
り
：

 
△

 

松
山

 

入
口

 
専
３

 
国
道

3
3
入
口
：

 
○

 
○

 
古

川
入

口
：
 

 
 
 

○
 

出
口

 
専
２

 
上
り
：

 
△
注
４

 
○

 
下
り
：

 
△
注
４

 

伊
予

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

内
子

 
五
十
崎

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
 

○
 

○
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事
案
１

 

 
 

Ｉ
Ｃ
名

 
Ｅ

Ｔ
Ｃ

専
用

車
線
の

設
置

数
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

線
案

内
標
示

板
の

設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

誘
導
路
面
標
示
の
設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

大
洲

 
Ｔ
Ｂ

 
入

口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
 

×
 

出
口
（
下
り
） 

専
２

 
 

○
 

○
 

大
洲

 
北
只

 
入

口
（
下
り
） 

―
 

 
―

 
―

 

大
洲

 

松
尾

Ｔ
Ｂ

 
入

口
（
下
り
） 

専
１

 
 

○
 

×
 

出
口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
 

×
 

西
予

 
宇
和

 

入
口
（
上
り
） 

未
設
置
※

 
 

―
 

―
 

出
口
（
下
り
） 

未
設
置
※

 
 

―
 

―
 

合
計
（
箇
所
）
 

未
設
置
 

 
１
 

1
6
 

設
置
不
十
分
 

 
７
 

２
 

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
四
国
支
社
に
お
け

る
対
応
（
今
後
の
改
善
予
定
）

 
※
 
当
局
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
平
成

2
8
年

９
月

2
7
日

付
け
の
同
社
回
答
 

①
 
計
８
か
所
の
Ｉ
Ｃ
に
つ

い
て
、
全
て
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専
用

車
線
を
案
内
す
る
た
め
の

適
正
な
案
内
標
示
を
行
う
。

 
②
 
松
山
Ｉ
Ｃ
料
金
所
（
出

口
）
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
に
つ

い
て
は
、
改
良
工
事
に
よ

り
閉
鎖
し
て
い
た
一
部
の

車
線
の
運
用
開
始
に
向
け

て
、
現
在
準
備
中
で
あ
る
。 

計
1
8
か
所
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専
用
車

線
に
つ
い
て
、
全
て
の
Ｅ

Ｔ
Ｃ
専

用
車
線
を
案
内
す
る
た
め
の
適
正

な
誘
導
路
面
標
示
を
行
う
。
 

（
注
）
１
 
当
局
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

 
２
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車
線
案

内
標

示
板
の

設
置
状
況
欄
の
「
○
※
」
は
、
進
入
路
か
ら
料
金
所
ま
で
の
距
離
が
短
い

な
ど
料
金
所
ま
で
の
視
認
性
が
高
く
、
料
金
所
上
部
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
標
示
板
に
よ
り
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
の

位

置
が
確
認
で
き
る
と
判
断
し
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
案
内
標
示
板
の
設
置
を
省
略
し
て
い
る
も
の
（
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ

西
日
本
設
計
要
領
）
。

 
３
 

三
島
川
之
江
Ｉ
Ｃ
出
口
（
上
り
）
に
は
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
案
内
標
示
板
は
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
設
置
位
置

が
悪
く
走
行
車
両
か
ら
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
線
案
内
標
示
板
が
見
え
な
い
た
め
、
設
置
不
十
分
と
し
て
い
る
。

 
 
 
 
４
 
松

山
Ｉ
Ｃ
出
口
の
料
金
所
は
、
５
車
線
の
う
ち
両
端
を
除
く
３
か
所
に
誘
導
路
面
標
示
が
設
置
さ
れ
て

お
り
、
Ｅ
Ｔ

Ｃ
車
線
案
内
標
示
板
は

当
該
３
か
所
の
う
ち
の
中
央
の
１
車
線
を
誘
導
し
て
い
る
。
し
か
し
、

当
該
中
央
の
１
車
線
は
常
時
閉
鎖
中
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
５
 
大

洲
北
只
Ｉ
Ｃ
及
び
西
予

宇
和
Ｉ
Ｃ
は
、
両
Ｉ
Ｃ
の
中
間
地
点
に
設
置
さ
れ
て
い
る
大
洲
松
尾
Ｔ
Ｂ
で

精
算

す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
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事
案
１

 

 
  
高
知
道
：
新
宮
～
須
崎
東
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
箇
所
）

 

Ｉ
Ｃ
名

 
Ｅ

Ｔ
Ｃ
専

用

車
線

の
設

置

数
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

線
案

内
標

示
板

の

設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

誘
導
路
面
標
示
の
設
置
状
況

 
「
○

」：
設
置

 

「
△

」：
設
置
不
十
分

 

「
×

」：
未
設
置

 

新
宮

 
入
口

 
―

 
 

―
 

―
 

出
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

大
豊

 

入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
×

 
下
り
：

 
○

 

南
国

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

○
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
○

 
下
り
：

 
○

 

高
知

 
入
口

 
専
１

 
東

入
口
：

 
○

 
×

 
西

入
口
：

 
○

 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
○

 
下
り
：

 
○

 

伊
野

 

入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
×

 
下
り
：

 
○

 

土
佐

 
入
口

 
専
１

 
 

○
 

×
 

出
口

 
専
１

 
上
り
：

 
○

 
×

 
下
り
：

 
○

 

須
崎
東

 
入

口
（
上
り
） 

専
１

 
 

○
 

×
 

出
口
（
下
り
） 

専
２

 
 

△
 

△
 

合
計
（
箇
所
）
 

未
設
置
 

 
０
 

９
 

設
置
不
十
分
 

 
１
 

１
 

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
四
国
支
社
に
お
け

る
対
応
（
今
後
の
改
善
予
定
）

 
※
 
当
局
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
平
成

2
8
年

９
月

2
7
日

付
け
の
同
社
回
答
 

設
置
不
十
分
の
１
か
所
の

Ｉ
Ｃ
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専

用
車
線
を
案
内
す
る
た
め
の

適
正
な
案
内
標
示
を
行
う
。

 

計
1
0
か
所
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専
用
車

線
に
つ
い
て
、
全
て
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専

用
車
線
を
案
内
す
る
た
め
の
適
正

な
誘
導
路
面
標
示
を
行
う
。
 

（
注
）
当
局
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

 

27



28











事案２ 

スマートＩＣ入出時のＳＡ・ＰＡ内の逆走防止に係る注意喚起の状況 

 

スマート IC 名 
スマート ICの

利用可能方向 

スマート IC 入出時の

SA・PA利用の可否 

（HPの記載状況） 

調査結果（注意看板等の設置状況） 

【現地調査：平成 28年 6月 24日】 

徳島道 
松茂 PA 

スマート IC 

上り フル方向 

・スマート IC 流入後

のPAは利用できない。 

 

・PA利用後はスマート

IC から流出はできな

い。 

【スマート ICから入る場合】 

  スマート IC 料金所通過後の松茂 PA 進入路に「松茂 PA での U

ターンはできません。」、「松茂 PA の利用はできません。」との注意

看板が複数設置されている。 

【スマート ICから出る場合】 

・ 松茂 PA手前の本線上及び本線から PAに入る進入路脇に注意看

板が複数設置されている。 

【松茂 PAトイレ付近】 

・ 「PA 利用後は逆走になるため ETC 出口へは行けません。」との

注意看板が複数設置されている。 

下り フル方向 
スマート IC 流入後の

PAは利用できない。 

スマート IC料金所付近、PAへの進入路脇等に注意看板は確認でき

ない。 

（注）当局の調査結果による。 
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事案２ 

 

スマート IC 名 
スマート ICの

利用可能方向 

スマート IC 入出時の

SA・PA利用の可否 

（HPの記載状況） 

調査結果（注意看板等の設置状況） 

【現地調査：平成 28年 6月 24日】 

徳島道 
吉野川 SA 

スマート IC 

上り フル方向 

SA 利用後はスマート

IC から流出はできな

い。 

SAへの進入路脇、SA内等に注意看板は確認できない。 

下り フル方向 
スマート IC 流入後の

SAは利用できない。 

スマート IC 料金所付近、SA への進入路脇等に注意看板は確認で

きない。 

（注）当局の調査結果による。 
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事案２ 

 

スマート IC 名 
スマート ICの

利用可能方向 

スマート IC 入出時の

SA・PA利用の可否 

（HPの記載状況） 

調査結果（注意看板等の設置状況） 

【現地調査：平成 28年 6月 14日】 

高松道 
府中湖 PA 

スマート IC 

上り フル方向 

PA 利用後はスマート

IC から流出はできな

い。 

府中湖 PA への進入路脇に注意看板が設置されているが、松茂 PA

に比べると目立たず、運転手が見落とすおそれがあると考えられる。 

下り フル方向 

スマート IC 流入後の

PAは利用できない。 

 

スマート IC 料金所付近、PA への進入路等に注意看板は確認でき

ない。 

（注）当局の調査結果による。 
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事案２ 

 

スマート IC 名 
スマート ICの

利用可能方向 

スマート IC 入出時の

SA・PA利用の可否 

（HPの記載状況） 

調査結果（注意看板等の設置状況） 

【現地調査：平成 28年 6月 14日】 

高知道 
土佐 PA 

スマート IC 

上り 
高知方面への 

入口のみ 
利用可能 ― 

下り 
高知方面から

の出口のみ 

PA 利用後はスマート

IC から流出はできな

い。 

PAへの進入路脇、PA内等に注意看板は確認できない。 

（注）当局の調査結果による。 
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事案３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体脇に小さく「近づかないで下さい」との注意喚起シールが貼られて

いるが、目前まで近づかないと分からない状況となっている。 

上記の赤い囲み部分の注意喚起シールの記載内容 
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事
案
３

 

 
 
四
国
管
内
の
高
速
道
路
Ｓ
Ａ
・
Ｐ

Ａ
に
お
け
る
Ｅ
Ｖ
急
速
充
電
ス
タ
ン
ド
の
設
置
状
況
 

 

区
分
 

Ｅ
Ｖ
急
速

充
電
ス
タ
ン
ド
設
置
状
況
 

参
考
 

ｶ
ﾞ
ｿ
ﾘ
ﾝ
ｽ
ﾀ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
 

設
置
の
有
無

 
設
置

S
A
・
P
A
 

設
置
台
数
 

徳
島
道
 

上
板

S
A
 

上
り
 

１
台
 

 

下
り
 

１
台
 

 

吉
野
川

S
A
 

上
り
 

１
台
 

※
ﾊｲ
ｳｪ
ｲｵ
ｱｼ
ｽ内

駐
車
場
に
設
置
 

○
 

下
り
 

１
台
 

※
ﾊｲ
ｳｪ
ｲｵ
ｱｼ
ｽ内

駐
車
場
に
設
置
 

○
 

高
松
道
 

津
田
の
松
原

S
A
 

上
り
 

１
台
 

○
 

下
り
 

１
台
 

○
 

府
中
湖

P
A
 

上
り
 

１
台
 

 

下
り
 

１
台
 

 

豊
浜

S
A
 

上
り
 

１
台
 

○
 

下
り
 

１
台
 

○
 

松
山
道
 

石
鎚
山

S
A
 

上
り
 

１
台
（
共
通
）
 

※
ﾊｲ
ｳｪ
ｲｵ
ｱｼ
ｽ内

駐
車
場
に
設
置
 

○
 

下
り
 

○
 

伊
予
灘

S
A
 

上
り
 

１
台
 

 

下
り
 

１
台
 

 

高
知
道
 

立
川

P
A
 

１
台
 

 

馬
立

P
A
 

１
台
 

 

南
国

S
A
 

上
り
 

１
台
 

○
 

下
り
 

１
台
 

 

計
 

1
8
か
所
 

1
7
台
 

９
か
所
 

（
注
）
当
局
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
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